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公 布 さ れ た 条 例 の あ ら ま し 

 

○ 滋賀県手話をはじめとする障害の特性に応じた言語その他の手段による意思疎通等の促進に関する条例（条例第

44号） 

１ この条例は、滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例（平成31年滋賀県条例第８号）第24条の規定の趣旨に

のっとり、障害の特性に応じた意思疎通等の促進について基本理念を定め、県の責務等を明らかにするとともに、

障害の特性に応じた意思疎通等の促進に関する施策の基本となる事項等を定めることにより、障害の特性に応じた

意思疎通等を促進し、もって全ての県民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重

し合いながら共生する社会の実現に寄与することを目的とすることとしました。（第１条関係） 

２ この条例の主な用語の定義に関する規定を設けることとしました。（第２条関係） 

３ 基本理念（第３条関係） 

(1)  障害の特性に応じた意思疎通等の促進は、障害者が自らの意思によって行う障害の特性に応じた言語その他の

手段による意思の表示が重要であるとの認識の下に、行われなければならないこととしました。 

(2)  障害の特性に応じた意思疎通等の促進は、手話は独自の体系を有する言語であって、ろう者が心豊かな日常生

活および社会生活を営むために大切に受け継いできた文化的所産であることについての理解が深まるよう、行わ

れなければならないこととしました。 

(3)  障害の特性に応じた意思疎通等の促進は、障害者でない者による円滑な意思疎通ならびに情報の十分な取得お

よび利用にも資するものであるとの認識の下に、行われなければならないこととしました。 

４ 県の責務（第４条関係） 

(1)  県は、３の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、障害の特性に応じた意思疎通等の促進に関す

る施策を総合的に策定し、および実施するものとしました。 

(2)  県は、障害の特性に応じた意思疎通等の促進に関する施策の策定および実施に当たっては、国、市町および県

民等（県民、障害者関係団体その他の関係者および事業者をいう。以下同じ。）と連携し、および協力するもの

としました。 

５ 県民等の責務 

県民等は、基本理念にのっとり、障害の特性に応じた意思疎通等に関する理解を深めるとともに、県が実施する

障害の特性に応じた意思疎通等の促進に関する施策に協力しなければならないこととしました。（第５条関係） 

６ 啓発および学ぶ機会の確保 

県は、県民等が障害の特性に応じた意思疎通等に関する理解を深めることができるよう、障害の特性に応じた言

語その他の手段に関する啓発およびこれらを学ぶ機会の確保を行うものとしました。（第６条関係） 
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７ 環境の整備 

県は、県民等が障害の特性に応じた意思疎通等を円滑に行うことができるよう、障害の特性に応じた意思疎通等

を支援する者を派遣する体制の整備、障害の特性に応じた意思疎通等に関する相談に応ずる拠点の設置その他の必

要な環境の整備を行うものとしました。（第７条関係） 

８ 人材の確保等 

県は、障害の特性に応じた意思疎通等を支援する者の確保、養成および資質の向上のために必要な施策を講ずる

ものとしました。（第８条関係） 

９ 情報の発信等（第９条関係） 

(1) 県は、障害者が円滑に県政に関する情報を取得することができるよう、障害の特性に応じた言語その他の手段

を利用して情報を発信するよう努めるものとしました。 

(2) 県は、障害者が災害その他非常の事態において、障害の特性に応じた言語その他の手段を利用して必要な情報

を取得することができるよう、必要な措置を講ずるよう努めるものとしました。 

10 情報通信機器等の利用方法の習得に係る取組 

県は、障害者および障害者関係団体その他の関係者が障害の特性に応じた意思疎通等を円滑に行うことに資する

情報通信機器その他の機器および情報通信技術を活用した役務の利用方法を習得することができるよう、講習会の 

実施、相談への対応その他の必要な取組を行うとともに、これらの取組を行う県以外の者に対して機器の貸出、講

師の派遣その他の必要な支援を行うものとしました。（第10条関係） 

11 県民等の取組に対する支援 

県は、県民等が行う障害の特性に応じた言語その他の手段に関する啓発、これらを学ぶ機会の確保その他の障害

の特性に応じた意思疎通等の促進に関する取組に対して、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとしま

した。（第11条関係） 

12 調査研究の推進等 

県は、障害の特性に応じた意思疎通等の促進のために必要な調査および研究を推進し、その成果の普及に努める

ものとしました。（第12条関係） 

13 実施状況の報告等 

知事は、障害の特性に応じた意思疎通等の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、毎年度、当該

施策の実施状況を滋賀県障害者施策推進協議会に報告し、その意見を聴くものとしました。（第13条関係） 

14 障害者等による啓発等（第14条関係）  

(1) 障害者および障害者関係団体その他の関係者は、県民等が障害の特性に応じた意思疎通等に関する理解を深め

ることができるよう、それぞれの立場において、障害の特性に応じた言語その他の手段に関する啓発に努めなけ

ればならないこととしました。 

(2) 障害者関係団体その他の関係者は、それぞれの立場において、県民等が障害の特性に応じた言語その他の手段

を利用することができるよう障害の特性に応じた言語その他の手段を学ぶ機会の確保に努めるとともに、県民等

が障害の特性に応じた意思疎通等を円滑に行うことができるよう環境の整備に努めなければならないこととしま

した。 

15 事業者による環境の整備 

  事業者は、次に掲げる場合において、県民等が障害の特性に応じた意思疎通等を円滑に行うことができるための

合理的配慮（滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例第２条第４号に規定する合理的配慮をいう。）を的確に

行うため、従業員に対する研修の実施その他の環境の整備に努めなければならないこととしました。（第15条関係） 

(1) 障害者に対し商品を販売するとき。 

(2) 障害者に対し医療、保健、福祉、文化芸術活動、スポーツ等に係るサービスを提供するとき。 

(3) 障害者を雇用するとき。 

16 学校等の設置者による啓発等（第16条関係） 

(1) 学校等（学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第

134条第１項に規定する各種学校、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平

成18年法律第77号）第２条第７項に規定する幼保連携型認定こども園および児童福祉法（昭和22年法律第164号）

第39条第１項に規定する保育所をいう。以下同じ。）の設置者は、当該学校等の学生、生徒、児童および乳幼児

（以下16において「学生等」という。）に対し、当該学校等の学生等が障害の特性に応じた意思疎通等に関する

理解を深めることができるよう、障害の特性に応じた言語その他の手段に関する啓発およびこれらを学ぶ機会の

確保に努めなければならないこととしました。 
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(2) 学校等の設置者は、当該学校等の学生等およびその保護者からの当該学校等における障害の特性に応じた言語

その他の手段の利用に関する相談に応ずることができるよう、必要な相談体制の整備に努めなければならないこ

ととしました。 

(3) 学校等の設置者は、当該学校等の職員の障害の特性に応じた言語その他の手段に関する知識および技能の向上

のため、研修の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととしました。 

17 財政上の措置 

県は、障害の特性に応じた意思疎通等の促進に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努

めるものとしました。（第17条関係） 

18 その他 

(1) この条例は、公布の日から施行することとしました。 

(2) 知事は、この条例の施行後３年を目途として、この条例の施行状況および手話に関する法制の整備の動向等を

勘案し、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとしました。 

(3) (2)の検討に当たっては、滋賀県障害者施策推進協議会の意見を聴くものとしました。 

(4) 関係条例について必要な改正を行うこととしました。 

○ 滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例（条例第45号） 

１ 令和５年12月期の期末手当について、支給割合を100分の175に引き上げることとしました。（第１条による改正

後の第２条関係） 

２ 令和６年６月期以降の期末手当について、６月期の支給割合を100分の170に引き上げ、12月期の支給割合を100分

の170に引き下げることとしました。（第２条による改正後の第２条関係） 

３ その他 

(1) この条例は、公布の日から施行することとしました。ただし、２は、令和６年４月１日から施行することとし

ました。 

(2) １は、令和５年12月１日から適用することとしました。 

○ 滋賀県職員等の給与等に関する条例等の一部を改正する条例（条例第46号） 

１ 給料表の改定 

全ての給料表について、給料月額を引き上げることとしました。（第１条の規定による改正後の別表第１から別 

表第５まで、第３条の規定による改正後の第７条および第５条の規定による改正後の第５条関係） 

２ 諸手当の改正 

(1) 初任給調整手当について、医師および歯科医師に係る手当額を引き上げることとしました。（第１条の規定に

よる改正後の第９条の２関係） 

(2) 扶養手当について、子に係る扶養手当の月額を10,000円に引き上げることとしました。（第１条の規定による

改正後の第10条関係） 

(3) 令和５年12月期の期末手当について、支給割合を100分の125（特定幹部職員にあっては、100分の105）に引き

上げることとしました。 

また、定年前再任用短時間勤務職員の支給割合を100分の70（特定幹部職員にあっては、100分の60）に引き上

げることとしました。（第１条の規定による改正後の第20条関係） 

(4) 令和５年12月期の勤勉手当について、支給割合を100分の105（特定幹部職員にあっては、100分の125）に引き

上げることとしました。 

   また、定年前再任用短時間勤務職員の支給割合を100分の50（特定幹部職員にあっては、100分の60）に引き上

げることとしました。（第１条の規定による改正後の第21条関係） 

(5) 会計年度任用職員の令和５年12月期の期末手当について、支給割合を100分の132.5に引き上げることとしまし

た。（第１条の規定による改正後の第34条および第37条関係） 

(6) 初任給調整手当について、獣医師に係る支給期間を拡大するとともに、手当額を引き上げることとしました。

（第２条の規定による改正後の第９条の２関係） 

(7) 令和６年６月期以降の期末手当について、６月期の支給割合を100分の122.5（特定幹部職員にあっては、100分

の102.5）に引き上げ、12月期の支給割合を100分の122.5（特定幹部職員にあっては、100分の102.5）に引き下げ

ることとしました。 

また、定年前再任用短時間勤務職員について、６月期の支給割合を100分の68.75（特定幹部職員にあっては、 

100分の58.75）に引き上げ、12月期の支給割合を100分の68.75（特定幹部職員にあっては、100分の58.75）に引 

き下げることとしました。（第２条の規定による改正後の第20条関係） 
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(8) 令和６年６月期以降の勤勉手当について、６月期の支給割合を100分の102.5（特定幹部職員にあっては、100分

の122.5）に引き上げ、12月期の支給割合を100分の102.5（特定幹部職員にあっては、100分の122.5）に引き下げ

ることとしました。 

また、定年前再任用短時間勤務職員について、６月期の支給割合を100分の48.75（特定幹部職員にあっては、 

100分の58.75）に引き上げ、12月期の支給割合を100分の48.75（特定幹部職員にあっては、100分の58.75）に引 

き下げることとしました。（第２条の規定による改正後の第21条関係） 

(9) 会計年度任用職員の令和６年６月期以降の期末手当について、６月期および12月期の支給割合を100分の122.5

に引き下げることとしました。（第２条の規定による改正後の第34条および第37条関係） 

(10) 会計年度任用職員に勤勉手当を支給することとし、６月期および12月期の支給割合を100分の102.5としました。

（第２条の規定による改正後の第27条、第34条の２および第37条の２ならびに第７条の規定による改正後の第７

条関係） 

(11) 任期付職員および任期付研究員の令和５年12月期の期末手当について、支給割合を100分の175に引き上げるこ

ととしました。（第３条の規定による改正後の第８条および第５条の規定による改正後の第６条関係） 

(12) 任期付職員および任期付研究員の令和６年６月期以降の期末手当について、６月期の支給割合を100分の170に

引き上げ、12月期の支給割合を100分の170に引き下げることとしました。（第４条の規定による改正後の第８条

および第６条の規定による改正後の第６条関係） 

３ その他 

(1) この条例は、公布の日から施行することとしました。ただし、２の(6)から(10)までおよび(12)ならびに３の(4)は、

令和６年４月１日から施行することとしました。 

(2) １ならびに２の(1)および(2)については令和５年４月１日から、２の(3)から(5)までおよび(11)については令和５年

12月１日から適用することとしました。 

(3) この条例の施行に関し必要な経過措置を定めることとしました。 

(4) 関係条例について必要な改正を行うこととしました。 

(5) その他必要な規定の整理を行うこととしました。 

○ 滋賀県風致地区内における建築等の規制に関する条例の一部を改正する条例（条例第47号） 

１ 漁港漁場整備法（昭和25年法律第137号）の一部改正による題名の変更に伴い、必要な規定の整理を行うこととし

ました。（第３条関係） 

２ この条例は、令和６年４月１日から施行することとしました。 

○ 滋賀県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部を改正する条例（条例第48号） 

１ 会計年度任用職員の手当の種類に勤勉手当を追加することとしました。（第２条関係） 

２ この条例は、令和６年４月１日から施行することとしました。 

○ 滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部を改正する条例（条例第49号） 

１ 会計年度任用職員に勤勉手当を支給することとしました。（第19条および第24条関係） 

２ この条例は、令和６年４月１日から施行することとしました。 

○ 滋賀県公立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例（条例第50号） 

１ 給料表の改定 

全ての給料表について、給料月額を引き上げることとしました。（第１条の規定による改正後の別表第１および

別表第２関係） 

２ 諸手当の改正 

(1) 扶養手当について、子に係る扶養手当の月額を10,000円に引き上げることとしました。（第１条の規定による

改正後の第11条関係） 

(2) 令和５年12月期の期末手当について、支給割合を100分の125に引き上げることとしました。 

また、定年前再任用短時間勤務職員の支給割合を100分の70に引き上げることとしました。（第１条の規定によ

る改正後の第17条関係） 

(3) 令和５年12月期の勤勉手当について、支給割合を100分の105に引き上げることとしました。 

   また、定年前再任用短時間勤務職員の支給割合を100分の50に引き上げることとしました。（第１条の規定によ

る改正後の第18条関係） 

(4) 会計年度任用職員の令和５年12月期の期末手当について、支給割合を100分の132.5に引き上げることとしまし

た。（第１条の規定による改正後の第31条および第35条関係） 

(5) 令和６年６月期以降の期末手当について、６月期の支給割合を100分の122.5に引き上げ、12月期の支給割合を
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100分の122.5に引き下げることとしました。 

また、定年前再任用短時間勤務職員について、６月期の支給割合を100分の68.75に引き上げ、12月期の支給割

合を100分の68.75に引き下げることとしました。（第２条の規定による改正後の第17条関係） 

(6) 令和６年６月期以降の勤勉手当について、６月期の支給割合を100分の102.5に引き上げ、12月期の支給割合を

100分の102.5に引き下げることとしました。 

また、定年前再任用短時間勤務職員について、６月期の支給割合を100分の48.75に引き上げ、12月期の支給割

合を100分の48.75に引き下げることとしました。（第２条の規定による改正後の第18条関係） 

(7) 会計年度任用職員の令和６年６月期以降の期末手当について、６月期および12月期の支給割合を100分の122.5

に引き下げることとしました。（第２条の規定による改正後の第31条および第35条関係） 

(8) 会計年度任用職員に勤勉手当を支給することとし、６月期および12月期の支給割合を100分の102.5としました。

（第２条の規定による改正後の第25条、第31条の２および第35条の２関係） 

３ その他 

(1) この条例は、公布の日から施行することとしました。ただし、２の(5)から(8)までは、令和６年４月１日から施

行することとしました。 

(2) １および２の(1)については令和５年４月１日から、２の(2)から(4)までについては令和５年12月１日から適用す

ることとしました。 

(3) この条例の施行に関し必要な経過措置を定めることとしました。 
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